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１．計画策定の意義 

 

八女西部広域事務組合は､福岡県南部に位置する八女市・筑後市・広川町・大川市・大木町の３市

２町で構成され、北部は久留米都市圏、南部は大牟田都市圏内と接している。 

総面積は、６１４．２２ｋ㎡であり、県南を東西に横断しており、西は佐賀県、東は大分県・熊本県に

接している。 

 

ごみ処理の現状としては、八女市・筑後市・広川町の可燃ごみ及び可燃性粗大ごみについては平

成１２年４月に稼動を開始した八女西部クリーンセンターのごみ熱分解・燃焼溶融施設（２２０ｔ／日、

全連続）において処理しており、大川市・大木町の可燃ごみ及び可燃性粗大ごみについては大川市

清掃センターで焼却している。 

また、不燃ごみ及び不燃性粗大ごみについては八女西部クリーンセンターの不燃・粗大ごみ処理

施設（５０ｔ／日）で処理を行っており、最終処分に関してはごみ熱分解・燃焼溶融施設から発生した

脱塩残渣固化物を八女西部立花最終処分場に埋め立てている。 

一方、資源ごみについては、平成１２年４月に稼動を開始した八女西部リサイクルプラザを資源化

の拠点施設として、ごみゼロ・循環型社会形成に向けた取組みを住民・事業者・行政各自の立場にお

いて実施しているところである。 

 

本計画は、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律（以下「法」という）第８

条に基づく容器包装廃棄物の分別収集およびプラスチック資源循環法に基づく製品プラスチックの

分別収集により、３Ｒ（リデュース、リユース、リサイクル）を推進し、循環型社会を形成することを目的と

して、その具体的な推進方策を明らかにするとともに、住民・事業者・行政等関係者が一体となって取

り組むべき方針を示したものである。 

 

２．計画の基本的方向 

 

本計画を実施するに当たり、次のとおり基本的方針を示す。 

(1) 地域の環境保全を前提とした適切な廃棄物処理施設の管理・運営 

(2) 住民・事業者・行政が一体となった容器包装廃棄物の排出抑制及び資源再利用の促進 

(3) 質の高い分別収集の推進 

(4) 施設の見学等を通じた環境教育の充実 

(5) 地域特性を活かした資源循環型社会の形成 

 

 

３．計画期間 

 

本計画の計画期間は令和８年４月を始期とする５年間とし、法第８条１項に基づき３年ごとに改定す

る。 
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４．対象品目 

 

本計画は、容器包装廃棄物のうち、スチール缶・アルミ缶・無色びん・茶色びん・その他びん・ペット

ボトル・トレイを対象とする。 

筑後市、大川市及び大木町については、その他プラスチック製容器包装、筑後市、大木町につい

ては製品プラスチックも対象とする。 

 

 

５．各年度における容器包装廃棄物及び製品プラスチックの排出量の見込み（法第 8条第 2項第 1号） 

 

(単位：t／年) 

年  度 ８年度 ９年度 10年度 11年度 12年度 

容器包装廃棄物 1,339 1,325 1,310 1,295 1,279 

製品プラスチック 27 27 27 27 26 

 

 

【内訳】 

 

年度 

市町 
８年度 ９年度 10年度 11年度 12年度 

八 女 市 323 317 309 301 294 

筑 後 市 491 491 490 487 486 

広 川 町 81 81 81 81 81 

大 川 市 235 231 229 228 224 

大 木 町 236 232 228 225 220 

計 1,366 1,352 1,337 1,322 1,305 
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６．容器包装廃棄物の排出の抑制のための方策に関する事項（法第 8条第 2項第 2号） 

 

容器包装廃棄物の排出の抑制のために、以下の方策を実施する。 

なお、方策の実施にあたっては、本組合を構成する各市町の行政・住民・事業者がそれぞれ

の立場から役割を分担し、相互に協力・連携を図る。 

また、地域にあたっては、環境指導員等を中心とした行政区・子供会等、各団体のボランティア活

動による地域の環境美化及びごみ減量化運動を積極的に推進する。 

 

(1) 啓発活動の充実 

① 広報・ホームページ及びごみ減量啓発用チラシ等の作成・配布により、マイバッグ持参推進

など、ごみ排出抑制の啓発活動を行う。 

② 住民及び事業者に対して、ごみの適切な分別排出方法を積極的に周知し、より質の高い再

資源化を促進する。 

③ ごみ処理施設の見学会等を活用し、ごみ排出量及び再資源化量の推移や処理経費など、

ごみ処理の厳しい状況について情報を提供し、ごみ減量・再資源化について理解と協力を

求める。 

④ 再利用可能な古着・家具・自転車などを住民に展示・還元する機会を設け、ごみ排出抑制

の啓発とする。 

⑤ 地域による集団回収を推進し、活動組織の活性化を図る。 

 

(2) 事業者への協力要請 

① 詰め替え可能な商品及びリターナルブル容器を用いた商品の積極的な販売の要請を行う。 

② 容器包装の店頭回収やマイバッグ持参推進等による包装の簡易化などを要請していく。 
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７．分別収集をするものとした容器包装廃棄物の種類及び当該容器包装廃棄物の収集に係る分別

の区分（法第 8条第 2項第 3号） 

 

構成市町の収集体制、住民の協力度合い及び八女西部リサイクルプラザの処理能力等を総合的

に勘案し、分別収集する容器包装廃棄物の種類を下表左欄、収集に係る分別の区分を中欄、排出

の基準を右欄のとおり定める。 

 

分別収集する容器包装の種類 分別の区分 排出の基準 

主として鋼製の容器 

主としてアルミニウム製の容器 

缶類 

（飲料及び食品用缶等） 
・中身を空にして洗浄する 

主としてガラス製の容器 

びん類 

(飲料及び食品用

ガラスびん等） 

・キャップを外し、中身を空にして洗浄

する 

主としてポリエチレンテレフタレート（PET)

製の容器であって飲料又はしょうゆ等を充

てんするためのもの 

ペットボトル 

（清涼飲料、しょう

ゆ 等特定調味

料、酒類） 

・キャップを外し、中身を空にして洗浄

する 

・ラベル、シール、テープ類は剥がして

おく 

主としてプラスチック製の容器包装であっ

て上記以外のもの 

白色トレイ ・洗浄する 

その他プラスチッ

ク 製 容 器 包 装 
・異物を除去し洗浄する 

 

プラスチック資源循環法に基づき分別収集

するもの 

 

製品プラスチック ・汚れを落とし、異物を取り除く 
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８．各年度において得られる分別基準適合物の特定基準適合物ごとの量、法第 2 条第 6 項に規定

する主務省令で定める物の量及び製品プラスチックの量の見込み（法第 8条第 2項第 4号） 

 

【組合全体】 (単位：t／年) 

年  度 8年度 9年度 10年度 11年度 12年度 

缶 
スチール缶 32 32 31 31 30 

アルミ缶 64 63 63 62 61 

び
ん 

無色 
295 291 287 283 279 

295 0 291 0 287 0 283 0 279 0 

茶色 
251 248 244 241 238 

251 0 248 0 244 0 241 0 238 0 

その他の色 
128 126 125 123 121 

128 0 126 0 125 0 123 0 121 0 

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク 

ペットボトル 
119 117 116 114 112 

60 59 59 58 58 58 57 57 56 56 

その他プラスチック製容器包装 
450 448 444 441 438 

449 1 447 1 443 1 440 1 437 1 

 （うち白色トレイ） 
3 3 3 3 3 

3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 

製品プラスチック 
27 27 27 27 26 

0 27 0 27 0 27 0 27 0 26 

計 1,366 1,352 1,337 1,322 1,305 

 ※枠内下段 左側：指定法人引渡量 右側：独自処理量 
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構成市町村の内訳 

 

【八女市】 (単位：t／年) 

年  度 8年度 9年度 10年度 11年度 12年度 

缶 
スチール缶 11 11 10 10 9 

アルミ缶 21 21 21 20 19 

び
ん 

無色 
113 111 107 105 103 

113 0 111 0 107 0 105 0 103 0 

茶色 
91 90 87 84 83 

91 0 90 0 87 0 84 0 83 0 

その他の色 
47 45 45 45 44 

47 0 45 0 45 0 45 0 44 0 

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク 

ペットボトル 
37 36 36 34 33 

18 19 17 19 17 19 16 18 16 17 

その他プラスチック製容器包装 
3 3 3 3 3 

2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 

 （うち白色トレイ） 
2 2 2 2 2 

2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 

製品プラスチック 
0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

計 323 317 309 301 294 

 ※枠内下段 左側：指定法人引渡量 右側：独自処理量 
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【筑後市】 (単位：t／年) 

年  度 8年度 9年度 10年度 11年度 12年度 

缶 
スチール缶 9 9 9 9 9 

アルミ缶 18 18 18 18 18 

び
ん 

無色 
74 74 74 73 73 

74 0 74 0 74 0 73 0 73 0 

茶色 
65 65 65 65 65 

65 0 65 0 65 0 65 0 65 0 

その他の色 
33 33 33 32 32 

33 0 33 0 33 0 32 0 32 0 

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク 

ペットボトル 
30 30 30 30 30 

15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

その他プラスチック製容器包装 
245 245 244 243 242 

245 0 245 0 244 0 243 0 242 0 

 （うち白色トレイ） 
0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

製品プラスチック 
17 17 17 17 17 

0 17 0 17 0 17 0 17 0 17 

計 491 491 490 487 486 

 ※枠内下段 左側：指定法人引渡量 右側：独自処理量 
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【広川町】 (単位：t／年) 

年  度 8年度 9年度 10年度 11年度 12年度 

缶 
スチール缶 2 2 2 2 2 

アルミ缶 4 4 4 4 4 

び
ん 

無色 
29 29 29 29 29 

29 0 29 0 29 0 29 0 29 0 

茶色 
25 25 25 25 25 

25 0 25 0 25 0 25 0 25 0 

その他の色 
13 13 13 13 13 

13 0 13 0 13 0 13 0 13 0 

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク 

ペットボトル 
7 7 7 7 7 

4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 

その他プラスチック製容器包装 
1 1 1 1 1 

1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 

 （うち白色トレイ） 
1 1 1 1 1 

1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 

製品プラスチック 
0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

計 81 81 81 81 81 

 ※枠内下段 左側：指定法人引渡量 右側：独自処理量 
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【大川市】 (単位：t／年) 

  

年  度 8年度 9年度 10年度 11年度 12年度 

缶 
スチール缶 6 6 6 6 6 

アルミ缶 13 12 12 12 12 

び
ん 

無色 
54 53 53 52 51 

54 0 53 0 53 0 52 0 51 0 

茶色 
48 47 46 46 45 

48 0 47 0 46 0 46 0 45 0 

その他の色 
24 24 23 23 22 

24 0 24 0 23 0 23 0 22 0 

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク 

ペットボトル 
30 29 29 29 28 

15 15 15 14 15 14 15 14 14 14 

その他プラスチック製容器包装 
60 60 60 60 60 

60 0 60 0 60 0 60 0 60 0 

 （うち白色トレイ） 
0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

製品プラスチック 
0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

計 235 231 229 228 224 

※枠内下段 左側：指定法人引渡量 右側：独自処理量   
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【大木町】 (単位：t／年) 

年  度 8年度 9年度 10年度 11年度 12年度 

缶 
スチール缶 4 4 4 4 4 

アルミ缶 8 8 8 8 8 

び
ん 

無色 
25 24 24 24 23 

25 0 24 0 24 0 24 0 23 0 

茶色 
22 21 21 21 20 

22 0 21 0 21 0 21 0 20 0 

その他の色 
11 11 11 10 10 

11 0 11 0 11 0 10 0 10 0 

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク 

ペットボトル 
15 15 14 14 14 

8 7 8 7 7 7 7 7 7 7 

その他プラスチック製容器包装 
141 139 136 134 132 

141 0 139 0 136 0 134 0 132 0 

 （うち白色トレイ） 
0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

製品プラスチック 
10 10 10 10 9 

0 10 0 10 0 10 0 10 0 9 

計 236 232 228 225 220 

 ※枠内下段 左側：指定法人引渡量 右側：独自処理量 
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９．各年度において得られる分別基準適合物の特定基準適合物ごとの量、法第 2 条第 6 項に規定

する主務省令で定める物の量及び製品プラスチックの量の見込みの算定方法 

 

特定基準適合物等及び法第 2 条第 6 項に規定する主務省令で定める物の量の見込みを算定す

るに当たり、リサイクルプラザの稼働から直近年度（令和３年度）までの搬入実績の推移を基本に、人

口推移、リサイクル施策の推進による収集量の推移、容器包装における社会状況の変化等を考慮し

算定した。 

 

 

１０．分別収集を実施するものに関する基本的な事項（法第 8条第 2項第 5号） 

 

収集・運搬業務は構成各市町の責務で実施し、中間処理施設である八女西部リサイクルプラザ等

へ搬入を行う。 

分別収集については、現行の体制の活用及び拡充を図り、実施する。 

 

分別収集の実施主体 

容 器 包 装 

廃 棄 物 

の 種 類 

収集に係る 

分別の区分 
収 集 運 搬 

選別保管

等 段 階  

缶 
スチール缶 

缶類 構成各市町による定期回収 八 

女 

西 

部 

広 

域 

事 

務 

組 

合 

アルミ缶 

び
ん 

無 色 

びん類 構成各市町による定期回収 茶 色 

その他 

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク 

ペットボトル ペットボトル 構成各市町による定期回収 

白色トレイ 白色トレイ 八女市・広川町による定期回収 

その他プラスチ

ック製容器包装 

その他プラスチッ

ク製容器包装 

筑後市・大川市・大木町による

定期回収 

㈱ＹＫクリ

ーン （大

木町） 

 
製品プラスチック 製品プラスチック 筑後市・大木町による定期回収 
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１１．分別収集の用に供する施設の整備に関する事項（法第 8条第 2項第 6号） 

 

中間処理施設である八女西部リサイクルプラザにおいて、容器包装廃棄物の受入れを行う。 

缶類は選別・圧縮・保管、びん類は選別・保管、ペットボトルは選別・圧縮・梱包・保管、白色トレイ

は保管を行う。 

なお、筑後市、大川市、大木町が分別収集する容器包装プラスチックおよび筑後市、大川市が分

別収集する製品プラスチックについては、㈱ＹＫクリーン（大木町）で分別基準適合物を選別し、圧縮

保管を行う。 

 

分別収集の用に供する施設計画 

分別する容器包装

廃 棄 物 の 種 類 

収集に係る

分別の区分 
収集容器 収集車 中間処理 

缶 
スチール缶 

缶 類 コンテナ等 
パ ッ カ ー 車 

平ボディー車 

リサイクルプラザ 

（選別･圧縮･保管） アルミ缶 

び
ん 

無色 

び ん 類 専用コンテナ 平ボディー車 

リサイクルプラザ 

（選別･保管） 

※カレットは３色に選別

後、色別保管 

茶色 

その他 

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク 

ペットボトル ペットボトル コンテナ・網袋 
パ ッ カ ー 車 

平ボディー車 

リサイクルプラザ 

（選別・圧縮･梱包・保管） 

白色トレイ 白色トレイ ポリ袋 平ボディー車 
リサイクルプラザ 

（保管） 

その他プラス

チック製容器

包装 

製品プラスチ

ック 

 

その他プラ

スチック製容

器包装 

製品プラス

チック 

 

指定ポリ袋 パ ッ カ ー 車 

 

㈱ＹＫクリーン 

(選別・圧縮・保管) 
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分別収集に必要な施設計画（その１） 

 

【排出段階】 

施設の種類 

対象とする

容器包装廃

棄物等の種

類、量等 

施設等の仕様（形状、形式、

能力、数量等） 

管
理
主
体
等 

備 考 

1．排出容器 

①箱型コンテナ 

a 缶類 

（仕様） 

材質：ポリプロピレン等 

容量：構成各市町で異なる 

市
町 

構成各市町において

は、平成 8～9年度に

分別収集開始 
b びん類 

（仕様） 

材質：ポリプロピレン 

容量：56.1ℓ 

有効内寸：528×328×300㎜ 

市
町 

②コンテナ・網袋 c ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ 

（仕様） 

材質：ポリプロピレン等 

容量：構成各市町で異なる 

市
町 大木町は平成 10年 4

月より分別収集開

始、その他構成市町

は平成 12 年 4 月に

分別収集開始 
③ポリ袋 d 白色ﾄﾚｲ 

（仕様） 

材質：透明ポリエチレン 

容量：1.0㎥,0.7㎥ 

有効寸法：1,500×1,200 ㎜           

又は 1,200×1,000㎜ 

市
町 

④指定容器 

e その他プ

ラスチック製

容器包装 

 

f 製品プラス

チック 

(仕様) 

材質:半透明ポリエチレン 

容量:0.6㎥, 0.3㎥ 

有効寸法:820×750mm 又は

700×500mm 

筑
後
市 

筑後市において平成

24年度から分別収集

開始 

(仕様) 

材質:半透明ポリエチレン 

容量:0.5㎥, 0.35㎥ 

有効寸法:650×850mm 又は

600×710mm 

大
木
町 

大木町において平成

25年度から分別収集

開始 
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【排出段階】 

施設の種類 

対象とする

容器包装廃

棄物等の種

類、量等 

施設等の仕様（形状、形式、

能力、数量等） 

管
理
主
体
等 

備 考 

④指定容器 

eその他プラ

スチック製容

器包装 

(仕様) 

材質:ポリエチレン（青） 

容量:１㎥ 

有効寸法:950×950× 

      1000mm 

大
川
市 

大川市において平成

２６年度から分別収集

開始 

 

2．集積場所 

a～d 資源ごみステーションを利用 
市
町 

環境指導員が 

排出の指導 

e 

f 

燃やすごみステーションを利

用 

筑
後
市 

環境美化巡視員が

巡回 

大
木
町 

廃棄物減量等推進

員が巡回 

e 

地域のリサイクルステーショ

ン及び市清掃センター内セ

ントラルステーション 

大
川
市 

地域のリサイクルステ

ーション：環境美化

推進印が排出の指

導 

市セントラルステーシ

ョン：環境課職員が

排出の指導 
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分別収集に必要な施設計画（その 2） 

 

【運搬段階】 

対象とする容器包

装廃棄物等の種

類、量等 

収集車両 管理主体等 備考 

缶   類 平ボディー車又はパッカー車  

回収車毎に収集地区

を定め、品目毎に個別

収集 

び ん 類 平ボディー車 市・町  

ペットボトル 平ボディー車又はパッカー車   

白色トレイ 平ボディー車   

その他プラスチック

製容器包装 

パッカー車 

筑後市 

回収車毎に収集地区

を定め、ステーション

収集 

 

大木町 

 

ルート収集 

２ｔダンプクレーン車 大川市 ステーション収集 

製品プラスチック パッカー車 

筑後市 

回収車毎に収集地区

を定め、ステーション

収集 

 

大木町 

 

ルート収集 
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分別収集に必要な施設計画（その 3） 

 

【中間処理段階】 

施 設 の 種 類 

対象とする容

器包装廃棄物

等の種類量等 

施 設 等 の仕 様  

（形状、形式、能力、数量等） 

管理主

体 等 
備 考 

1． 再生施設 

 

廃棄物再生利用施設 

(八女西部リサイクルプラザ） 

 

①選別・圧縮設備 

（リサイクルプラザ工場棟）  

缶  類 

(ｽﾁｰﾙ､ｱﾙﾐ缶

選別) 

平成 12年から供用開始    

（仕様）     

主要機器： 受入ホッパ 

供給コンベヤ 

スチール選別機 

アルミ選別機 

アルミ缶プレス機 

八

女

西

部

広

域

事

務

組

合

 

平

成

１

２

年

４

月

稼

動 

  能 力： 6.4t/5h 

  

ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ 

主要機器： 受入ホッパ 

供給コンベヤ 

異物除去コンベヤ 

ペットボトル圧縮・梱包機 

  能 力： 0.8t/5h 

②ストックヤード 

（リサイクルプラザ工場棟） 

  

  

 

缶類 

（ｽﾁｰﾙ、ｱﾙﾐ缶

選別） 

(仕様）  

形状： 工場棟内ストックヤード 

保管面積： スチール 32.6㎡ 

アルミ   26.0㎡ 

  びん類 

（無色､茶色､その他） 

に選別） 

 

 

 

 

形状： 工場棟内ストックヤード 

  

保管面積： ○無色   70.7㎡ 

○茶色   57.8㎡ 

○その他  19.6㎡ 

合計    179.7㎡ 

  ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ 形状： 工場棟内ストックヤード    

    

保管面積： 33.8㎡ 
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③保管庫  （仕様）  

八
女
西
部
広
域
事
務
組
合 

平
成
１
２
年
４
月
稼
動 

 （ﾘｻｲｸﾙﾌﾟﾗｻﾞ保管庫棟） 白色トレイ 形状： ストック用保管倉庫 

    保管面積： 40.0㎡ 

     

      

     

     

④選別・圧縮・梱包 

廃棄物再生利用施設 

(㈱ＹＫクリーン) 

その他プラスチ

ック製容器包装 

 

製品プラスチッ

ク 

(仕様) 

主要機器: 

 

 

 

 

能力: 

 

破袋機 

手選別ライン 

圧縮梱包機 

破砕機 

油化装置 

４．８t/日 

㈱
Ｙ
Ｋ
ク
リ
ー
ン 

平
成
３
０
年
４
月
稼
働 
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本組合におけるリサイクル体系 

 

資源物回収に関する収集処理のフローは下図のとおりである。 

 

【容器包装廃棄物】 

資源回収

<缶>

スチール

アルミ

<びん>

無色

茶色

ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ

トレイ

<ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ>

その他

収集車

受入

受入

収集車

収集車

収集車

受入

受入 選別

選別

選別

保管

保管

保管圧縮

八女西部広域事務組合
（リサイクルプラザ）

圧縮
梱包

保管
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（筑後市、大川市、大木町） 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

１２．その他容器包装廃棄物の分別収集の実施に関し重要な事項（法第 8条第 2項第 7号） 

 

分別収集計画が実効あるものとするため、構成各市町と連携し、次の取り組みを推進する。 

 

(1) 容器包装廃棄物が分別基準に従って適正に排出されるように、環境指導員と協力して啓発を

行う。 

(2) リサイクルプラザの効率的な運用のため、資源ごみの搬入の調整や処理・ストック方法等につい

て、随時検討を行う。 

(3) 再利用可能な古着・家具・自転車等の再生・展示・住民還元を実施し、排出者の３Ｒに対する意

識を高める。 

(4) 自治会、住民団体等が実施する資源ごみ回収活動に対し、積極的に支援を行う。 

(5) 事業者による容器包装の自主的な回収と資源化を促進するための啓発を行う。 

(6) 事業者への資源回収ルートの構築を要請する。 

 

 

 

 

(㈱ＹＫクリーン) 


